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（
刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
条
約
に
関
す
る
中
央
当
局
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

　
書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
本
日
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う

第
二
条
１

に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
で
到
達
し
た
次
の
了
解
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

　
日
本
国
政
府
は
、
条
約
に
基
づ
く
日
本
国
か
ら
の
請
求
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
請
求
に
係
る
中
央
当
局
に
関
し
、
次

の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
又
は
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
法
務
大
臣
」
と
い

う

を
中
央
当
局
と
す
る
。

　
日
本
国
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
職
員
（
警
察
官
及
び
皇
宮
護
衛
官
を
除
く

に
よ
り
送
付
さ

れ
た
請
求
に
関
連
す
る
中
央
当
局
は
、
法
務
大
臣
と
す
る
。
警
察
官
又
は
皇
宮
護
衛
官
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
請
求
に
関
連
す
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る
中
央
当
局
は
、
国
家
公
安
委
員
会
又
は
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
国
家
公
安
委
員
会
」
と
い
う

と
す

る
。
た
だ
し
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
当
た
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
証
人
の
尋
問
が
必

要
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
に
関
連
す
る
中
央
当
局
は
、
法
務
大
臣
と
す
る
。

　
法
務
大
臣
及
び
国
家
公
安
委
員
会
は
、
日
本
国
の
中
央
当
局
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
機
関
が
行
う
請
求
の
不
必
要
な
重
複
を

避
け
、
効
率
的
か
つ
迅
速
な
共
助
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
設
け
る
。
こ
の
た
め
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
請

求
を
行
う
前
に
当
該
請
求
に
つ
き
法
務
大
臣
に
通
報
す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
中
央
当
局
は
、
必
要
に
応
じ
、
日
本
国
に
よ
り
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
（
当
該
請
求
を
法
務
大
臣

が
行
う
か
国
家
公
安
委
員
会
が
行
う
か
を
問
わ
な
い

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
法
務
大
臣
と
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
議
の
対
象
が
国
家
公
安
委
員
会
に
よ
る
請
求
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
務
大
臣
は
、
当
該
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
つ
い

て
調
整
す
る
た
め
に
国
家
公
安
委
員
会
と
協
議
す
る
。

　
　
日
本
国
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
対
し
、
前
記
の
事
項
に
関
す
る
い
か
な
る
変
更
を
も
通
報
す
る
も
の
と
す

る
。
両
政
府
は
、
当
該
変
更
の
実
施
に
先
立
ち
、
条
約
第
十
八
条
２
に
基
づ
き
、
必
要
に
応
じ
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
本
使
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
前
記
の
了
解
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
閣
下
の
返
簡
が
、
両
政
府
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間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
合
意
が
条
約
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

　
本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
三
年
八
月
五
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使
　
加
藤
良
三

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

　
国
務
長
官
　
コ
リ
ン
・
Ｌ
・
パ
ウ
エ
ル
閣
下
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（
米
国
側
書
簡
）

訳
文
）

　
書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
長
官
は
、
二
千
三
年
八
月
五
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認

す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
は
、
前
記
の
書
簡
に
お
い
て
日
本
国
政
府
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
指
定
を
歓
迎
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
は
、
種
々
の
請
求
に
つ
い
て
い
ず
れ
の
当
局
が
日
本
国
の
中
央
当
局
と
な
る
か
に
関
す
る
明
確
な
理
解
は
、
条
約

の
効
率
的
な
実
施
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。

　
本
長
官
は
、
更
に
、
前
記
の
了
解
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返

簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
合
意
が
条
約
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

（
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本
長
官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
三
年
八
月
五
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

国
務
長
官
　
コ
リ
ン
・
Ｌ
・
パ
ウ
エ
ル

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使
　
加
藤
良
三
閣
下




